
区

長

報

告

第

六

号 

 
 

 

専

決

処

分

に

つ

い

て 

 

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

百

七

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

平

成

二

十 

八

年

度

港

区

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

一

号

）

を

平

成

二

十

八

年

六

月

二

十

一

日

次

の

と

お

り

処

分

し

た

の

で

、 

同

法

同

条

第

三

項

の

規

定

に

基

づ

き

報

告

し

、

そ

の

承

認

を

求

め

る

。 

 
 

平

成

二

十

八

年

七

月

十

三

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 



区

長

報

告

第

七

号 

 
 

 

専

決

処

分

に

つ

い

て 

 

港

区

議

会

の

議

決

に

付

す

べ

き

契

約

及

び

財

産

の

取

得

又

は

処

分

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

港

区

条 
 

例

第

八

号

）

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

平

成

二

十

八

年

六

月

六

日

次

の

と

お

り

処

分

し

た

の

で

、

同

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

報

告

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

八

年

七

月

十

三

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

二

月

十

八

日

議

決

を

得

た

工

事

請

負

契

約

（

港

区

営

住

宅

シ

テ

ィ

ハ

イ

ツ

六

本

木

等

整

備 

工

事

）

の

契

約

金

額

「

三

十

五

億

七

千

二

百

七

十

万

二

千

六

百

四

十

円

」

を

「

三

十

七

億

四

千

三

百

三

十

六

万 

四

千

二

百

四

十

円

」

に

変

更

す

る

。 



区長報告第８号

国庫支出金 都支出金 諸収入
円 円 円 円 円 円 円

6 産業経済費 1 商　工　費 区内共通商品券発行支援 12,500,000 3,863,353 0 0 0 0 3,863,353

7 土　木　費 4 公　園　費 赤坂地区公園維持管理 101,809,000 101,807,960 101,807,960 0 0 0 0

114,309,000 105,671,313 101,807,960 0 0 0 3,863,353

平成２８年７月１３日提出

港区長　　武　井　雅　昭

（説明）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定に基づき報告します。

翌年度繰越額

平成２７年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書

款
一般財源

既   収   入
特 定 財 源

合　　　　　　計

項 事　業　名 金　　　額 未収入特定財源
左の財源内訳



議

案

第

五

十

一

号 

 
 

 

港

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

八

年

七

月

十

三

日 

 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

公

園

条

例

（

昭

和

三

十

八

年

港

区

条

例

第

二

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

二

十

九

条

第

三

号

中

「

前

二

号

」

を

「

前

三

号

」

に

改

め

、

同

号

を

同

条

第

四

号

と

し

、

同

条

第

二

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

 

三 

公

園

の

利

用

の

促

進

に

関

す

る

業

務 

 

別

表

第

一

芝

浦

公

園

の

項

中

「

東

京

都

港

区

芝

浦

三

丁

目

一

番

二

号

」

を

「

東

京

都

港

区

芝

浦

一

丁

目

十

六

番

二

十

五

号

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 



 

指

定

管

理

者

に

行

わ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

業

務

に

公

園

の

利

用

の

促

進

に

関

す

る

業

務

を

追

加

す

る

と

と

も

に

、

芝

浦

公

園

の

位

置

を

変

更

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

五

十

二

号 

 
 

 

港

区

立

上

下

水

道

施

設

上

部

利

用

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

八

年

七

月

十

三

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

上

下

水

道

施

設

上

部

利

用

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

上

下

水

道

施

設

上

部

利

用

公

園

条

例

（

昭

和

五

十

五

年

港

区

条

例

第

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

十

七

条

第

三

号

中

「

前

二

号

」

を

「

前

三

号

」

に

改

め

、

同

号

を

同

条

第

四

号

と

し

、

同

条

第

二

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

三 

公

園

の

利

用

の

促

進

に

関

す

る

業

務 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

指

定

管

理

者

に

行

わ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

業

務

に

公

園

の

利

用

の

促

進

に

関

す

る

業

務

を

追

加

す

る

た

め

、 
 

指

定

管

理

者

に

行

わ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

業

務

に

公

園

の

利

用

の

促

進

に

関

す

る

業

務

を

追

加

す

る

た

め

、 

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

五

十

三

号 

 
 

 

港

区

立

児

童

遊

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

八

年

七

月

十

三

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 

 

港

区

立

児

童

遊

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

児

童

遊

園

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

港

区

条

例

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

六

条

中

「

区

長

が

」

を

「

区

規

則

で

」

に

改

め

、

同

条

を

第

十

二

条

と

し

、

第

五

条

の

次

に

次

の

六

条

を

加

え

る

。 

（

指

定

管

理

者

に

よ

る

管

理

） 

第

六

条 

区

長

は

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

二

百

四

十

四

条

の

二

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

、

法

人

そ

の

他

の

団

体

で

あ

つ

て

区

長

が

指

定

す

る

も

の

（

以

下

「

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

に

、

児

童

遊

園

の

管

理

に

関

す

る

業

務

の

う

ち

、

次

に

掲

げ

る

も

の

を

行

わ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。 

一 

児

童

遊

園

施

設

の

維

持

及

び

修

繕

に

関

す

る

業

務 



二 

児

童

遊

園

施

設

の

案

内

に

関

す

る

業

務 
三 

児

童

遊

園

の

利

用

の

促

進

に

関

す

る

業

務 
四 
前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

特

に

必

要

と

認

め

る

業

務 

（

指

定

管

理

者

の

指

定

） 

第

七

条 

指

定

管

理

者

と

し

て

の

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

区

長

に

申

請

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２ 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

請

が

あ

つ

た

と

き

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

よ

り

最

も

適

切

に

児

童

遊

園

の

管

理

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

と

認

め

る

者

を

指

定

管

理

者

に

指

定

す

る

も

の

と

す

る

。 

一 

前

条

各

号

に

掲

げ

る

業

務

に

つ

い

て

相

当

の

知

識

及

び

経

験

を

有

す

る

者

を

当

該

業

務

に

従

事

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。 

二 

安

定

的

な

経

営

基

盤

を

有

し

て

い

る

こ

と

。 

三 

児

童

遊

園

の

効

用

を

最

大

限

に

発

揮

す

る

と

と

も

に

、

効

率

的

な

管

理

が

で

き

る

こ

と

。 

四 

関

係

法

令

及

び

条

例

の

規

定

を

遵

守

し

、

適

正

な

管

理

が

で

き

る

こ

と

。 

五 

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

規

則

で

定

め

る

基

準 

３ 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

指

定

を

す

る

と

き

は

、

効

率

的

か

つ

効

果

的

な

管

理

を

考

慮

し

、

指

定

の

期

間

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

（

指

定

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

法

人

等

） 



第

八

条 

区

長

は

、

区

議

会

議

員

、

区

長

、

副

区

長

並

び

に

法

第

百

八

十

条

の

五

第

一

項

に

規

定

す

る

委

員

会

の

委

員

及

び

委

員

が

、

無

限

責

任

社

員

、

取

締

役

、

執

行

役

若

し

く

は

監

査

役

若

し

く

は

こ

れ

ら

に

準

ず

べ

き

者

、

支

配

人

又

は

清

算

人

（

以

下

「

役

員

等

」

と

い

う

。

）

と

な

つ

て

い

る

法

人

そ

の

他

の

団

体

（

区

が

資

本

金

、

基

本

金

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

も

の

の

二

分

の

一

以

上

を

出

資

し

て

い

る

法

人

そ

の

他

の

団

体

で

あ

つ

て

、

区

議

会

議

員

以

外

の

者

が

役

員

等

と

な

つ

て

い

る

も

の

を

除

く

。

）

を

指

定

管

理

者

に

指

定

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。 

（

指

定

管

理

者

の

指

定

の

取

消

し

等

） 

第

九

条 

区

長

は

、

指

定

管

理

者

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

第

七

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

指

定

を

取

り

消

し

、

又

は

期

間

を

定

め

て

管

理

の

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

の

停

止

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。 

一 

管

理

の

業

務

又

は

経

理

の

状

況

に

関

す

る

区

長

の

指

示

に

従

わ

な

い

と

き

。 

二 

第

七

条

第

二

項

各

号

に

掲

げ

る

基

準

を

満

た

さ

な

く

な

つ

た

と

認

め

る

と

き

。 

三 

第

十

一

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

管

理

の

基

準

を

遵

守

し

な

い

と

き

。 

四 

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

当

該

指

定

管

理

者

に

よ

る

管

理

を

継

続

す

る

こ

と

が

適

当

で

な

い

と

認

め

る

と

き

。 

（

指

定

管

理

者

の

公

表

） 

第

十

条 

区

長

は

、

指

定

管

理

者

の

指

定

を

し

、

若

し

く

は

指

定

を

取

り

消

し

た

と

き

、

又

は

期

間

を

定

め

て



管

理

の

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

の

停

止

を

命

じ

た

と

き

は

、

遅

滞

な

く

そ

の

旨

を

告

示

す

る

も

の

と

す

る

。 

（

管

理

の

基

準

等

） 

第

十

一

条 
指

定

管

理

者

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

よ

り

、

児

童

遊

園

の

管

理

に

関

す

る

業

務

を

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

一 

関

係

法

令

及

び

条

例

の

規

定

を

遵

守

し

、

適

正

な

管

理

を

行

う

こ

と

。 

二 

利

用

者

に

対

し

て

適

切

な

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

を

行

う

こ

と

。 

三 

児

童

遊

園

施

設

の

維

持

管

理

を

適

切

に

行

う

こ

と

。 

四 

業

務

に

関

連

し

て

取

得

し

た

個

人

に

関

す

る

情

報

を

適

切

に

取

り

扱

う

こ

と

。 

２ 

区

長

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

、

指

定

管

理

者

と

協

定

を

締

結

す

る

も

の

と

す

る

。 

一 

前

項

各

号

に

掲

げ

る

基

準

に

関

し

必

要

な

事

項 

二 

業

務

の

実

施

に

関

す

る

事

項 

三 

業

務

の

実

績

報

告

に

関

す

る

事

項 

四 

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

児

童

遊

園

の

管

理

に

関

し

必

要

な

事

項 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 
  

児

童

遊

園

に

指

定

管

理

者

制

度

を

導

入

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

五

十

四

号 

 
 

 
港

区

地

区

計

画

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

八

年

七

月

十

三

日 

 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

地

区

計

画

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

港

区

地

区

計

画

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

（

平

成

三

年

港

区

条

例

第

二

十

一

号

） 

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

別

表

第

一

愛

宕

地

区

再

開

発

地

区

整

備

計

画

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

愛
宕
地
区
地
区
整
備
計
画 

都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
愛
宕
地
区
地
区
計
画
（
平
成
二

十
七
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
十
八
号
）
の
う
ち
、
地
区
整
備
計
画
が
定
め
ら
れ
た
区
域 

 

別

表

第

二

愛

宕

地

区

再

開

発

地

区

整

備

計

画

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 
 

愛
宕
地

区
地
区

整
備
計

画 

 

Ａ
地
区 

 

次
に
掲
げ
る
用
途
の
建
築
物
（
風
営
法
第
二
条 

第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営 

業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
建 

築
物 

一 

事
務
所 

二 

放
送
ス
タ
ジ
オ 

三 

店
舗
、
展
示
場
又
は
飲
食
店 

四 

診
療
所 

五 

寺
院 

 

 
 

 
 

 

計
画
図
に
示
す

壁
面
の
位
置
の

数
値
。
た
だ
し 

あ
ず
ま
や
、
公

衆
便
所
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す

る
公
園
施
設
、

公
共
用
デ
ッ
キ
、

歩
廊
、
エ
レ
ベ 

 

 

百
九
十
メ
ー

ト
ル 

建
築
物
の
高

さ
は
Ｔ
．
Ｐ  

に
五
メ
ー
ト

ル
を
加
え
た

も
の
か
ら
の

高
さ
に
よ
る
。 

 

  
 

 
 

 

． 

 

、 



六 

印
刷
工
場 

七 

中
水
道
施
設
、
防
災
備
蓄
倉
庫
そ
の
他
こ 

れ
ら
に
類
す
る
公
共
公
益
施
設 

八 

あ
ず
ま
や
、
公
衆
便
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に 

類
す
る
公
園
施
設 

九 

前
各
号
の
建
築
物
に
付
属
す
る
も
の 

ー
タ
ー
、
エ
ス

カ
レ
ー
タ
ー
そ

の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
部
分
を

除
く
。 

  

 
Ｂ
地
区 

 

次
に
掲
げ
る
用
途
の
建
築
物
（
風
営
法
第
二
条 

第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営 

業
の
用
に
供
す
る
も
の
及
び
共
同
住
宅
の
用
途 

に
供
す
る
部
分
の
容
積
率
が
十
分
の
七
十
未
満 

の
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
建
築
物 

一 
共
同
住
宅 

二 
店
舗
又
は
飲
食
店 

三 

診
療
所 

四 

寺
院 

五 

防
災
備
蓄
倉
庫
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
公 

共
公
益
施
設 

六 

あ
ず
ま
や
、
公
衆
便
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に 

類
す
る
公
園
施
設 

七 

前
各
号
の
建
築
物
に
付
属
す
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

百
六
十
五
メ

ー
ト
ル 

建
築
物
の
高

さ
は
Ｔ
．
Ｐ  

に
五
メ
ー
ト

ル
を
加
え
た

も
の
か
ら
の

高
さ
に
よ
る
。 

 

  
 

 
 

  

 

Ｃ
地
区 

 

次
に
掲
げ
る
用
途
の
建
築
物
以
外
の
建
築
物 

一 

寺
院
及
び
こ
れ
に
付
属
す
る
建
築
物 

二 

あ
ず
ま
や
、
公
衆
便
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に 

類
す
る
公
園
施
設 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

  

 

Ｄ
地
区 

 

次
に
掲
げ
る
用
途
の
建
築
物
以
外
の
建
築
物 

一 

博
物
館
及
び
こ
れ
に
付
属
す
る
建
築
物 

二 

あ
ず
ま
や
、
公
衆
便
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に 

 

類
す
る
公
園
施
設 

 

  
 

  
 

 

計
画
図
に
示
す

壁
面
の
位
置
の

数
値
。
た
だ
し

二
号
壁
面
に
あ

っ
て
は
寺
院
の

山
門
、
四
号
壁

面
及
び
五
号
壁

面
に
あ
っ
て
は

あ
ず
ま
や
、
公

衆
便
所
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す

る
公
園
施
設
を

除
く
。 

 
  

 
 

 

 
 

Ｉ
地
区 

 

一 

法
別
表
第
二
り
項
に
掲
げ
る
も
の 

二 

風
営
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
八 

号
に
掲
げ
る
風
俗
営
業
並
び
に
同
条
第
五
項 

に
規
定
す
る
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
の
用
に 

供
す
る
建
築
物 

三 

共
同
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
容
積 

率
が
十
分
の
八
十
未
満
の
建
築
物 

 
 

 
 

五
千 

平
方 

メ
ー 

ト
ル 

 

計
画
図
に
示
す

壁
面
の
位
置
の

数
値
。
た
だ
し 

歩
行
者
の
回
遊

性
及
び
利
便
性

を
高
め
る
た
め

に
設
け
る
広
場

歩
行
者
デ
ッ
キ 

 

二
百
二
十
メ

ー
ト
ル 

建
築
物
の
高

さ
は
Ｔ
．
Ｐ  

に
五
メ
ー
ト

ル
を
加
え
た

も
の
か
ら
の

高
さ
に
よ
る
。 

 

 
 

 
 

 

． 

 

、 、 

 

． 

 

、 、 

（  ）  



 
 

  
 

 
 

 
 

階
段
、
エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
、
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
等

及
び
こ
れ
ら
に

設
置
さ
れ
る
屋

根
、
柱
、
壁
そ

の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
も
の
、

歩
行
者
の
快
適

性
及
び
安
全
性

を
高
め
る
た
め

に
設
け
る
屋
根

ひ
さ
し
、
落
下

防
止
柵
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
、
公
益

上
必
要
な
建
築

物
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
も
の

建
築
物
の
出
入

口
の
上
部
に
位

置
す
る
ひ
さ
し

の
部
分
並
び
に

給
排
気
施
設
の 

部
分
を
除
く
。 

   

 
 

 
 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

愛

宕

地

区

地

区

計

画

の

都

市

計

画

決

定

の

変

更

に

伴

い

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提 
 

出

い

た

し

ま

す

。 

、 、 



議

案

第

五

十

五

号 

 
 

 

港

区

立

認

定

こ

ど

も

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

八

年

七

月

十

三

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

認

定

こ

ど

も

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

認

定

こ

ど

も

園

条

例

（

平

成

二

十

七

年

港

区

条

例

第

三

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

一

条

中

「

子

ど

も

（

」

の

下

に

「

第

六

条

第

四

項

各

号

及

び

第

五

項

各

号

並

び

に

第

八

条

第

五

項

各

号

及 

び

第

六

項

各

号

を

除

き

、

」

を

加

え

る

。 

 

第

六

条

第

四

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

４ 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

に

掲

げ

る

子

ど

も

に

つ

い

て

区

長

が

徴

収

す

る

基

本

保

育

料

の

額

は

、 

 

別

表

第

一

又

は

別

表

第

二

に

定

め

る

額

の

二

分

の

一

に

相

当

す

る

額

と

す

る

。 

 

一 

当

年

度

分

（

四

月

分

か

ら

八

月

分

ま

で

の

基

本

保

育

料

に

あ

っ

て

は

、

前

年

度

分

。

次

号

及

び

次

項

に 

 
 

お

い

て

同

じ

。

）

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

（

別

表

第

一

備

考

三

及

び

別

表

第

二

備

考

三 

 
 

に

規

定

す

る

所

得

割

課

税

額

を

い

う

。

次

号

及

び

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

五

万

七

千

七

百

円

未

満

で 



 
 

あ

る

生

計

を

一

に

す

る

世

帯

で

あ

っ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る

特

定

被

監

護

者

等

（

子

ど

も

・

子

育

て

支 

 
 

援

法

施

行

令

（

平

成

二

十

六

年

政

令

第

二

百

十

三

号

）

第

十

四

条

の

二

に

規

定

す

る

特

定

被

監

護

者

等

を 

 
 

い

う

。

次

号

及

び

次

項

並

び

に

第

八

条

第

五

項

及

び

第

六

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

う

ち

小

学

校

就

学

前 

 
 

の

子

ど

も

以

外

の

者

が

一

人

の

み

で

あ

る

場

合

に

お

け

る

最

年

長

の

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

（

次

項

第 

 
 

三

号

に

該

当

す

る

場

合

を

除

く

。

） 

 

二 

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

七

万

七

千

百

一

円

未

満

で

あ

る

生

計

を

一

に

す 

 
 

る

世

帯

で

、

か

つ

、

当

該

世

帯

が

ひ

と

り

親

世

帯

等

（

世

帯

員

の

い

ず

れ

か

が

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法 

 
 

施

行

規

則

（

平

成

二

十

六

年

内

閣

府

令

第

四

十

四

号

）

第

二

十

二

条

各

号

に

掲

げ

る

者

で

あ

る

世

帯

を

い 

 
 

う

。

次

項

並

び

に

第

八

条

第

五

項

及

び

第

六

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

該

当

す

る

場

合

で

あ

っ

て

、

当

該 

 
 

世

帯

に

属

す

る

特

定

被

監

護

者

等

の

全

て

が

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

で

あ

る

場

合

に

お

け

る

最

年

長

の 

 
 

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も 

 

第

六

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

５ 

第

三

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

に

掲

げ

る

子

ど

も

に

係

る

基

本

保

育

料

は

、

無

料

と

す

る

。 

 

一 

当

該

生

計

を

一

に

す

る

世

帯

に

属

す

る

最

年

長

の

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

以

外

の

全

て

の

小

学

校

就 

 
 

学

前

の

子

ど

も

。

た

だ

し

、

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

五

万

七

千

七

百

円

以 

 
 

上

の

世

帯

（

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

七

万

七

千

百

一

円

未

満

の

世

帯

で

、 

 
 

か

つ

、

当

該

世

帯

が

ひ

と

り

親

世

帯

等

に

該

当

す

る

場

合

を

除

く

。

）

に

属

す

る

当

該

最

年

長

の

小

学

校 



 
 

就

学

前

の

子

ど

も

以

外

の

全

て

の

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

の

う

ち

最

年

長

の

子

ど

も

に

あ

っ

て

は

、

当 

 
 

該

最

年

長

の

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

が

児

童

福

祉

法

第

三

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

保

育

所

、

学

校 

 
 

教

育

法

第

一

条

に

規

定

す

る

幼

稚

園

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

施

設

と

し

て

区

規

則

で

定

め

る

施

設

に

入 

 
 

所

し

て

い

る

場

合

に

限

る

。 

 

二 

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

五

万

七

千

七

百

円

未

満

で

あ

る

生

計

を

一

に

す 

 
 

る

世

帯

で

あ

っ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る

特

定

被

監

護

者

等

の

う

ち

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

以

外

の

者 

 
 

が

二

人

以

上

い

る

場

合

に

お

け

る

最

年

長

の

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も 

 

三 

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

七

万

七

千

百

一

円

未

満

で

あ

る

生

計

を

一

に

す 

 
 

る

世

帯

で

、

か

つ

、

当

該

世

帯

が

ひ

と

り

親

世

帯

等

に

該

当

す

る

場

合

で

あ

っ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る 

 
 

特

定

被

監

護

者

等

の

う

ち

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

以

外

の

者

が

一

人

以

上

い

る

場

合

に

お

け

る

最

年

長 

 
 

の

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も 

 

第

八

条

第

五

項

中

「

前

項

」

を

「

前

三

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

七

項

と

し

、

同

条

第

四

項

の

次

に

次 

の

二

項

を

加

え

る

。 

５ 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

に

掲

げ

る

子

ど

も

に

つ

い

て

区

長

が

徴

収

す

る

幼

児

教

育

に

要

す

る

費 

 

用

の

額

は

、

別

表

第

五

に

定

め

る

額

の

二

分

の

一

に

相

当

す

る

額

（

そ

の

額

に

十

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

と 

 

き

は

、

そ

の

端

数

を

切

り

捨

て

た

額

）

と

す

る

。 

 

一 

当

年

度

分

（

四

月

分

か

ら

八

月

分

ま

で

の

幼

児

教

育

に

要

す

る

費

用

に

あ

っ

て

は

、

前

年

度

分

。

次

号 



 
 

及

び

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

（

別

表

第

五

備

考

二

に

規

定

す 

 
 

る

所

得

割

課

税

額

を

い

う

。

次

号

及

び

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

七

万

七

千

百

一

円

未

満

で

あ

る

生

計 

 
 

を

一

に

す

る

世

帯

で

あ

っ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る

特

定

被

監

護

者

等

の

う

ち

九

歳

を

超

え

る

者

（

九

歳 

 
 

に

達

し

た

日

以

後

の

最

初

の

三

月

三

十

一

日

後

に

あ

る

者

を

い

う

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

一

人

の 

 
 

み

で

あ

る

場

合

に

お

け

る

最

年

長

の

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

（

次

項

第

三

号

に

該

当

す

る

場

合

を

除

く 

 

二 

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

七

万

七

千

百

一

円

未

満

で

あ

る

生

計

を

一

に

す 

 
 

る

世

帯

で

、

か

つ

、

当

該

世

帯

が

ひ

と

り

親

世

帯

等

に

該

当

す

る

場

合

で

あ

っ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る 

 
 

特

定

被

監

護

者

等

の

全

て

が

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

で

あ

る

場

合

に

お

け

る

最

年

長

の

小

学

校

就

学

前 

 
 

の

子

ど

も 

６ 

第

四

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

に

掲

げ

る

子

ど

も

に

係

る

別

表

第

五

に

定

め

る

幼

児

教

育

に

要

す

る 

 

費

用

は

、

無

料

と

す

る

。 

 

一 

当

該

生

計

を

一

に

す

る

世

帯

に

属

す

る

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

及

び

小

学

校

第

一

学

年

か

ら

第

三

学 

 
 

年

ま

で

に

在

学

し

て

い

る

子

ど

も

の

う

ち

最

年

長

の

子

ど

も

以

外

の

全

て

の

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

。 

 
 

た

だ

し

、

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

七

万

七

千

百

一

円

以

上

の

世

帯

に

属

す 

 
 

る

当

該

最

年

長

の

子

ど

も

以

外

の

全

て

の

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

の

う

ち

最

年

長

の

小

学

校

就

学

前

の 

 
 

子

ど

も

に

あ

っ

て

は

、

当

該

最

年

長

の

子

ど

も

に

つ

い

て

保

育

を

委

託

し

て

い

る

場

合

、

当

該

最

年

長

の 

 
 

子

ど

も

が

小

学

校

第

一

学

年

か

ら

第

三

学

年

ま

で

に

在

学

し

て

い

る

場

合

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

も

の 

 

。

） 



 
 

と

し

て

区

規

則

で

定

め

る

場

合

に

限

る

。 

 
二 

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

七

万

七

千

百

一

円

未

満

で

あ

る

生

計

を

一

に

す 

 
 

る

世

帯

で

あ

っ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る

特

定

被

監

護

者

等

の

う

ち

九

歳

を

超

え

る

者

が

二

人

以

上

い

る 

 
 

場

合

に

お

け

る

最

年

長

の

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も 

 

三 

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

七

万

七

千

百

一

円

未

満

で

あ

る

生

計

を

一

に

す 

 
 

る

世

帯

で

、

か

つ

、

当

該

世

帯

が

ひ

と

り

親

世

帯

等

に

該

当

す

る

場

合

で

あ

っ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る 

 
 

特

定

被

監

護

者

等

の

う

ち

九

歳

を

超

え

る

者

が

一

人

の

み

で

あ

る

場

合

に

お

け

る

最

年

長

の

小

学

校

就

学 

 
 

前

の

子

ど

も 

 

別

表

第

五

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

        



 

 

別表第５ 幼児教育保育料（第８条関係） 

各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分 徴収月額（子ども単位） 

階層 

区分 
定        義 幼児教育に要する費用 給食費 

Ａ 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を 

含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国 

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等 

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 

による支援給付を受けている者の属する世 

帯 

円

０ 

円

０ 

Ｂ 
Ａ階層を除き当年度分の区市町村民税非課 

税世帯及び当年度分の区市町村民税のうち 

均等割のみの課税世帯（所得割非課税世帯）

０ ０ 

Ｃ 

１ 

Ａ階層を 

除き当年 

度分の区 

市町村民 

税の所得 

割が課税 

となる世 

帯 

当年度分の区市町村民税のうち 

所得割課税額が５，０００円以 

下である世帯 

２，１００ 

３月分のみ１，６６０ 
 ０ 

２ 

当年度分の区市町村民税のうち 

所得割課税額が５，０００円を 

超え１０，０００円以下である 

世帯 

３，１００ 

３月分のみ３，０５０ 
０ 

３ 

当年度分の区市町村民税のうち 

所得割課税額が１０，０００円 

を超え５０，０００円以下であ 

る世帯 

６，２００ 

３月分のみ６，１００ 
０ 

４ 

当年度分の区市町村民税のうち 

所得割課税額が５０，０００円 

を超える世帯 

６，２００ 

３月分のみ６，１００ 

５，０００ 

８月分のみ０ 

備考  

１ この表において「均等割」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいう。 

２ この表において「所得割課税額」とは、地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の額をい 

 う。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用す 

 る。 

３ ４月分から８月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、 

 「前年度分」と読み替えるものとする。 



 
 

 

付 

則 
１ 
こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

立

認

定

こ

ど

も

園

条

例

（

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

。

）

第

六 

 

条

第

四

項

及

び

第

五

項

、

第

八

条

第

五

項

及

び

第

六

項

並

び

に

別

表

第

五

の

規

定

は

、

平

成

二

十

八

年

四

月 

 

分

以

後

の

基

本

保

育

料

（

改

正

後

の

条

例

第

六

条

第

三

項

に

規

定

す

る

基

本

保

育

料

を

い

う

。

以

下

同

じ

。 

 

及

び

幼

児

教

育

に

要

す

る

費

用

か

ら

適

用

し

、

同

年

三

月

分

ま

で

の

基

本

保

育

料

及

び

幼

児

教

育

に

要

す

る 

 

費

用

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

説 

明

） 

 

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

施

行

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

（

平

成

二

十

八

年

政

令

第

百

八

十

六

号

）

の

施 

行

に

よ

る

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

施

行

令

（

平

成

二

十

六

年

政

令

第

二

百

十

三

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

い

、 

一

定

の

所

得

未

満

の

多

子

世

帯

及

び

ひ

と

り

親

世

帯

等

に

係

る

多

子

計

算

の

要

件

を

緩

和

し

、

保

育

料

負

担

を 

軽

減

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 

） 



議

案

第

五

十

六

号 

 
 

 

港

区

公

衆

浴

場

法

施

行

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

八

年

七

月

十

三

日 

 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

公

衆

浴

場

法

施

行

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

公

衆

浴

場

法

施

行

条

例

（

平

成

二

十

四

年

港

区

条

例

第

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

三

条

第

二

項

第

一

号

タ

中

「

日

出

時

」

を

「

午

前

六

時

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

風

俗

営

業

等

の

規

制

及

び

業

務

の

適

正

化

等

に

関

す

る

法

律

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

二

十

七

年

法

律

第

四

十

五

号

）

の

施

行

に

よ

る

風

俗

営

業

等

の

規

制

及

び

業

務

の

適

正

化

等

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

二

十

二

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

い

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

五

十

七

号 

 
 

 

港

区

保

育

の

実

施

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

八

年

七

月

十

三

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

保

育

の

実

施

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

保

育

の

実

施

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

六

十

二

年

港

区

条

例

第

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

一

条

中

「

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

五

十

六

条 

第

三

項

の

規

定

に

基

づ

く

」

を

削

る

。 

 

第

三

条

中

「

法

第

五

十

一

条

第

四

号

又

は

第

五

号

に

規

定

す

る

費

用

を

徴

収

し

た

場

合

に

お

け

る

家

計

に

与 

え

る

影

響

を

考

慮

し

て

」

を

削

る

。 

 

第

四

条

第

二

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

に

掲

げ

る

児

童

に

係

る

基

本

保

育

料

の

額

は

、

別

表

第

一

又

は

別

表

第 

 

二

に

定

め

る

額

の

二

分

の

一

に

相

当

す

る

額

と

す

る

。 

 

一 

当

年

度

分

（

四

月

分

か

ら

八

月

分

ま

で

の

基

本

保

育

料

に

あ

つ

て

は

、

前

年

度

分

。

次

号

及

び

次

項

に 



 
 

お

い

て

同

じ

。

）

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

（

別

表

第

一

備

考

三

及

び

別

表

第

二

備

考

三 

 
 

に

規

定

す

る

所

得

割

課

税

額

を

い

う

。

次

号

及

び

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

五

万

七

千

七

百

円

未

満

で 

 
 

あ

る

生

計

を

一

に

す

る

世

帯

で

あ

つ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る

特

定

被

監

護

者

等

（

子

ど

も

・

子

育

て

支 

 
 

援

法

施

行

令

（

平

成

二

十

六

年

政

令

第

二

百

十

三

号

）

第

十

四

条

の

二

に

規

定

す

る

特

定

被

監

護

者

等

を 

 
 

い

う

。

次

号

及

び

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

う

ち

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

以

外

の

者

が

一

人

の

み

で 

 
 

あ

る

場

合

に

お

け

る

最

年

長

の

保

育

の

実

施

に

係

る

児

童

（

次

項

第

三

号

に

該

当

す

る

場

合

を

除

く

。

） 

 

二 

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

七

万

七

千

百

一

円

未

満

で

あ

る

生

計

を

一

に

す 

 
 

る

世

帯

で

、

か

つ

、

当

該

世

帯

が

ひ

と

り

親

世

帯

等

（

世

帯

員

の

い

ず

れ

か

が

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法 

 
 

施

行

規

則

（

平

成

二

十

六

年

内

閣

府

令

第

四

十

四

号

）

第

二

十

二

条

各

号

に

掲

げ

る

者

で

あ

る

世

帯

を

い 

 
 

う

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

該

当

す

る

場

合

で

あ

つ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る

特

定

被

監

護

者

等

の 

 
 

全

て

が

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

で

あ

る

場

合

に

お

け

る

最

年

長

の

保

育

の

実

施

に

係

る

児

童 

 

第

四

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

３ 

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

に

掲

げ

る

児

童

に

係

る

基

本

保

育

料

は

、

無

料

と

す

る

。 

 

一 

当

該

生

計

を

一

に

す

る

世

帯

に

属

す

る

最

年

長

の

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

以

外

の

全

て

の

保

育

の

実 

 
 

施

に

係

る

児

童

。

た

だ

し

、

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

五

万

七

千

七

百

円

以 

 
 

上

の

世

帯

（

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

七

万

七

千

百

一

円

未

満

の

世

帯

で

、 

 
 

か

つ

、

当

該

世

帯

が

ひ

と

り

親

世

帯

等

に

該

当

す

る

場

合

を

除

く

。

）

に

属

す

る

当

該

最

年

長

の

小

学

校 



 
 

就

学

前

の

子

ど

も

以

外

の

全

て

の

保

育

の

実

施

に

係

る

児

童

の

う

ち

最

年

長

の

児

童

に

あ

つ

て

は

、

当

該 

 
 

最

年

長

の

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

が

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

。

以

下

「

法 

 
 

と

い

う

。

）

第

三

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

保

育

所

、

学

校

教

育

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

十

六 

 
 

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

幼

稚

園

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

施

設

と

し

て

区

規

則

で

定

め

る

施

設

に

入

所 

 
 

し

て

い

る

場

合

に

限

る

。 

 

二 

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

五

万

七

千

七

百

円

未

満

で

あ

る

生

計

を

一

に

す 

 
 

る

世

帯

で

あ

つ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る

特

定

被

監

護

者

等

の

う

ち

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

以

外

の

者 

 
 

が

二

人

以

上

い

る

場

合

に

お

け

る

最

年

長

の

保

育

の

実

施

に

係

る

児

童 

 

三 

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

七

万

七

千

百

一

円

未

満

で

あ

る

生

計

を

一

に

す 

 
 

る

世

帯

で

、

か

つ

、

当

該

世

帯

が

ひ

と

り

親

世

帯

等

に

該

当

す

る

場

合

で

あ

つ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る 

 
 

特

定

被

監

護

者

等

の

う

ち

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

以

外

の

者

が

一

人

以

上

い

る

場

合

に

お

け

る

最

年

長 

 
 

の

保

育

の

実

施

に

係

る

児

童 

 

第

七

条

第

三

項

中

「

第

五

十

六

条

第

十

項

」

を

「

第

五

十

六

条

第

七

項

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

１ 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

保

育

の

実

施

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

。

） 

 

第

四

条

第

二

項

及

び

第

三

項

の

規

定

は

、

平

成

二

十

八

年

四

月

分

以

後

の

基

本

保

育

料

（

改

正

後

の

条

例

第 

」 



 

三

条

に

規

定

す

る

基

本

保

育

料

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

か

ら

適

用

し

、

同

年

三

月

分

ま

で

の

基

本

保

育

料 

 
に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

説 
明

） 

 

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

施

行

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

（

平

成

二

十

八

年

政

令

第

百

八

十

六

号

）

の

施 

行

に

よ

る

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

施

行

令

（

平

成

二

十

六

年

政

令

第

二

百

十

三

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

い

、 

一

定

の

所

得

未

満

の

多

子

世

帯

及

び

ひ

と

り

親

世

帯

等

に

係

る

多

子

計

算

の

要

件

を

緩

和

し

、

保

育

料

負

担

を 

軽

減

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

五

十

八

号 

 
 

 

港

区

立

幼

稚

園

の

保

育

料

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

八

年

七

月

十

三

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

幼

稚

園

の

保

育

料

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

幼

稚

園

の

保

育

料

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

二

十

二

年

港

区

条

例

第

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に 

改

正

す

る

。 

 

第

二

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

に

掲

げ

る

幼

児

に

つ

い

て

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

保

育

料

及

び

子 

 

育

て

サ

ポ

ー

ト

保

育

料

（

年

間

利

用

に

係

る

保

育

料

に

限

る

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

額

は

、 

 

別

表

に

定

め

る

額

の

二

分

の

一

に

相

当

す

る

額

（

そ

の

額

に

十

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

端

数 

 

を

切

り

捨

て

た

額

）

と

す

る

。 

 

一 

当

年

度

分

（

四

月

分

か

ら

八

月

分

ま

で

の

保

育

料

及

び

子

育

て

サ

ポ

ー

ト

保

育

料

に

あ

つ

て

は

、

前

年 

 
 

度

分

。

次

号

及

び

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

（

別

表

備

考

三

に 



 
 

規

定

す

る

所

得

割

課

税

額

を

い

う

。

次

号

及

び

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

七

万

七

千

百

一

円

未

満

で

あ 

 
 

る

生

計

を

一

に

す

る

世

帯

で

あ

つ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る

特

定

被

監

護

者

等

（

子

ど

も

・

子

育

て

支

援 

 
 

法

施

行

令

（

平

成

二

十

六

年

政

令

第

二

百

十

三

号

）

第

十

四

条

の

二

に

規

定

す

る

特

定

被

監

護

者

等

を

い 

 
 

う

。

次

号

及

び

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

う

ち

九

歳

を

超

え

る

者

（

九

歳

に

達

し

た

日

以

後

の

最

初

の 

 
 

三

月

三

十

一

日

後

に

あ

る

者

を

い

う

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

一

人

の

み

で

あ

る

場

合

に

お

け

る

最 

 
 

年

長

の

幼

児

（

次

項

第

三

号

に

該

当

す

る

場

合

を

除

く

。

） 

 

二 

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

七

万

七

千

百

一

円

未

満

で

あ

る

生

計

を

一

に

す 

 
 

る

世

帯

で

、

か

つ

、

当

該

世

帯

が

ひ

と

り

親

世

帯

等

（

世

帯

員

の

い

ず

れ

か

が

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法 

 
 

施

行

規

則

（

平

成

二

十

六

年

内

閣

府

令

第

四

十

四

号

）

第

二

十

二

条

各

号

に

掲

げ

る

者

で

あ

る

世

帯

を

い 

 
 

う

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

該

当

す

る

場

合

で

あ

つ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る

特

定

被

監

護

者

等

の 

 
 

全

て

が

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

で

あ

る

場

合

に

お

け

る

最

年

長

の

幼

児 

３ 

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

に

掲

げ

る

幼

児

に

係

る

保

育

料

及

び

子

育

て

サ

ポ

ー

ト

保

育

料

は

、 

 

無

料

と

す

る

。 

 

一 

当

該

生

計

を

一

に

す

る

世

帯

に

属

す

る

小

学

校

就

学

前

の

子

ど

も

及

び

小

学

校

第

一

学

年

か

ら

第

三

学 

 
 

年

ま

で

に

在

学

し

て

い

る

子

ど

も

の

う

ち

最

年

長

の

子

ど

も

以

外

の

全

て

の

幼

児

。

た

だ

し

、

当

年

度

分 

 
 

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

七

万

七

千

百

一

円

以

上

の

世

帯

に

属

す

る

当

該

最

年

長

の

子 

 
 

ど

も

以

外

の

全

て

の

幼

児

の

う

ち

最

年

長

の

幼

児

に

あ

つ

て

は

、

当

該

最

年

長

の

子

ど

も

に

つ

い

て

保

育 



 
 

を

委

託

し

て

い

る

場

合

、

当

該

最

年

長

の

子

ど

も

が

小

学

校

第

一

学

年

か

ら

第

三

学

年

ま

で

に

在

学

し

て 

 
 

い

る

場

合

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

も

の

と

し

て

港

区

教

育

委

員

会

規

則

（

以

下

「

委

員

会

規

則

」

と

い 

 
 

う

。

）

で

定

め

る

場

合

に

限

る

。 

 

二 

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

七

万

七

千

百

一

円

未

満

で

あ

る

生

計

を

一

に

す 

 
 

る

世

帯

で

あ

つ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る

特

定

被

監

護

者

等

の

う

ち

九

歳

を

超

え

る

者

が

二

人

以

上

い

る 

 
 

場

合

に

お

け

る

最

年

長

の

幼

児 

 

三 

当

年

度

分

の

区

市

町

村

民

税

の

う

ち

所

得

割

課

税

額

が

七

万

七

千

百

一

円

未

満

で

あ

る

生

計

を

一

に

す 

 
 

る

世

帯

で

、

か

つ

、

当

該

世

帯

が

ひ

と

り

親

世

帯

等

に

該

当

す

る

場

合

で

あ

つ

て

、

当

該

世

帯

に

属

す

る 

 
 

特

定

被

監

護

者

等

の

う

ち

九

歳

を

超

え

る

者

が

一

人

の

み

で

あ

る

場

合

に

お

け

る

最

年

長

の

幼

児 

 

第

三

条

中

「

港

区

教

育

委

員

会

規

則

（

以

下

「

委

員

会

規

則

」

と

い

う

。

）

」

を

「

委

員

会

規

則

」

に

改

め 

る

。 

 

別

表

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

     



 

 

別表（第２条関係） 

各月初日の在籍幼児の 

属する世帯の階層区分 
保育料（月額） 

子育てサポート保育料 

年間利用（月額） 一時利用 

（日額） 階層 

区分 
定        義 

Ａ 

生活保護法（昭和２５年法律第 

１４４号）による被保護世帯（ 

単給世帯を含む。）及び中国残 

留邦人等の円滑な帰国の促進並 

びに永住帰国した中国残留邦人 

等及び特定配偶者の自立の支援 

に関する法律（平成６年法律第 

３０号）による支援給付（中国 

残留邦人等の円滑な帰国の促進 

及び永住帰国後の自立の支援に 

関する法律の一部を改正する法 

律（平成１９年法律第１２７号）

による支援給付を含む。）を受 

けている者の属する世帯 

円

０ 

円

０ 

円 

０  

Ｂ 

Ａ階層を除き当年度分の区市町 

村民税非課税世帯及び当年度分 

の区市町村民税のうち均等割の 

みの課税世帯（所得割非課税世 

帯） 

０ ０ ０  

Ｃ 

１ 
Ａ階層を 

除き当年 

度分の区 

市町村民 

税の所得 

割が課税 

となる世 

帯 

当年度分の区市町村

民税のうち所得割課 

税額が５，０００円 

以下である世帯 

２，１００ 

３月分のみ１，６６０ 

２，１００ 

３月分のみ１，６６０ 
６５０  

２ 

当年度分の区市町村 

民税のうち所得割課 

税額が５，０００円 

を超え１０，０００ 

円以下である世帯 

３，１００ 

３月分のみ３，０５０ 

３，１００ 

３月分のみ３，０５０ 
６５０  

３ 

当年度分の区市町村 

民税のうち所得割課

税額が１０，０００ 

円を超える世帯 

６，２００ 

３月分のみ６，１００ 

６，２００ 

３月分のみ６，１００ 
６５０  

備考  

１ この表において「年間利用」とは年度を単位とする利用を、「一時利用」とは日を単位とする利用をいう。 

２ この表において「均等割」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定す 

 る均等割をいう。 

３ この表において「所得割課税額」とは、地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の額をいう。た 

 だし、当該所得割の額を計算する場合には、委員会規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。 

４ 月の途中で入園し、又は利用を開始した幼児の属する世帯の当該月の階層区分については、当該入園し、又 

 は利用を開始した日における在籍幼児の属する世帯の階層区分とする。 

５ ４月分から８月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年 

 度分」と読み替えるものとする。 



 
 

 

付 

則 
１ 
こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

立

幼

稚

園

の

保

育

料

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い 

 

う

。

）

第

二

条

第

二

項

及

び

第

三

項

並

び

に

別

表

の

規

定

は

、

平

成

二

十

八

年

四

月

分

以

後

の

保

育

料

及

び 

 

年

間

利

用

に

係

る

子

育

て

サ

ポ

ー

ト

保

育

料

（

改

正

後

の

条

例

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

子

育

て

サ

ポ

ー 

 

ト

保

育

料

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

か

ら

適

用

し

、

同

年

三

月

分

ま

で

の

保

育

料

及

び

子

育

て

サ

ポ

ー

ト

保 

 

育

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

説 

明

） 

 

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

施

行

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

（

平

成

二

十

八

年

政

令

第

百

八

十

六

号

）

の

施 

行

に

よ

る

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

施

行

令

（

平

成

二

十

六

年

政

令

第

二

百

十

三

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

い

、 

一

定

の

所

得

未

満

の

多

子

世

帯

及

び

ひ

と

り

親

世

帯

等

に

係

る

多

子

計

算

の

要

件

を

緩

和

し

、

保

育

料

負

担

を 

軽

減

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

五

十

九

号 

 
 

 

港

区

議

会

議

員

及

び

区

長

の

選

挙

に

お

け

る

選

挙

運

動

の

公

費

負

担

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を 

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

八

年

七

月

十

三

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

議

会

議

員

及

び

区

長

の

選

挙

に

お

け

る

選

挙

運

動

の

公

費

負

担

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を 

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

議

会

議

員

及

び

区

長

の

選

挙

に

お

け

る

選

挙

運

動

の

公

費

負

担

に

関

す

る

条

例

（

平

成

六

年

港

区

条

例

第

三

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

四

条

第

二

号

イ

中

「

一

万

五

千

三

百

円

」

を

「

一

万

五

千

八

百

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

七

千

三

百

五

十

円

」

を

「

七

千

五

百

六

十

円

」

に

改

め

る

。 

 

第

六

条

及

び

第

八

条

中

「

七

円

三

十

銭

」

を

「

七

円

五

十

一

銭

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

一

条

中

「

五

百

十

円

四

十

八

銭

」

を

「

五

百

二

十

五

円

六

銭

」

に

、

「

三

十

万

千

八

百

七

十

五

円

」

を

「

三

十

一

万

五

百

円

」

に

改

め

る

。 



 
 

 

付 

則 
１ 
こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

議

会

議

員

及

び

区

長

の

選

挙

に

お

け

る

選

挙

運

動

の

公

費

負

担

に

関

す

る

条

例

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

以

後

そ

の

期

日

を

告

示

さ

れ

る

港

区

議

会

議

員

及

び

区

長

の

選

挙

に

つ

い

て

適

用

し

、

施

行

日

の

前

日

ま

で

に

そ

の

期

日

を

告

示

さ

れ

た

港

区

議

会

議

員

及

び

区

長

の

選

挙

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

説 

明

） 

公

職

選

挙

法

施

行

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

（

平

成

二

十

八

年

政

令

第

百

九

十

四

号

）

の

施

行

に

よ

る

公 

職

選

挙

法

施

行

令

（

昭

和

二

十

五

年

政

令

第

八

十

九

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

い

、

選

挙

運

動

の

公

費

負

担

の

限

度

額

を

引

き

上

げ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 











議

案

第

六

十

一

号 

 
 

 

工

事

等

委

託

契

約

の

承

認

に

つ

い

て 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

八

年

七

月

十

三

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

工

事

等

委

託

契

約

の

承

認

に

つ

い

て 

 

左

記

の

工

事

等

委

託

契

約

の

承

認

を

求

め

る

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

契

約

の

目

的

 
 

 
 

 
 

 
 

赤

坂

四

丁

目

地

区

電

線

共

同

溝

整

備

工

事

等

の

委

託 

二 

工

事

場

所

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

赤

坂

四

丁

目

一

番

先

か

ら

港

区

赤

坂

四

丁

目

九

番

先

ま

で

（

特

別

区

道

第

五

八 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三

号

線

及

び

第

五

八

八

号

線

） 

三 

工

事

の

規

模

 
 

 
 

 
 

 
 

工

事

区

間

長 

四

〇

八

・

〇

〇

メ

ー

ト

ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

管

路

部 
 

 

六

七

七

・

二

九

メ

ー

ト

ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

特

殊

部 
 

 
 

 
 

 
 

 

十

一

箇

所 

四 

契

約

の

方

法

 
 

 
 

 
 

 
 

随

意

契

約 



五 

契

約

金

額

 
 

 
 

 
 

 
 

二

億

二

千

六

百

二

十

八

万

九

千

六

十

九

円 
六 
契

約

締

結

日

 
 

 
 

 
 

 
 

契

約

承

認

の

日 

七 

工

期

 
 

 
 

 
 

 
 

契

約

締

結

の

日

の

翌

日

か

ら

平

成

三

十

年

一

月

三

十

一

日

ま

で 

八 

契

約

の

相

手

方 
 

東

京

都

北

区

田

端

新

町

一

丁

目

十

九

番

十

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

エ

ヌ

・

テ

ィ

・

テ

ィ

・

イ

ン

フ

ラ

ネ

ッ

ト

株

式

会

社

東

京

支

店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東

京

支

店

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

栗 

林 

俊 

展 
 

 
 

 

（

説 

明

） 

 

港

区

議

会

の

議

決

に

付

す

べ

き

契

約

及

び

財

産

の

取

得

又

は

処

分

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

港

区

条 

例

第

八

号

）

第

二

条

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 
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